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平成 29年度 境港市校区審議会 (第 3回 )

日 時 平成 29年 7月 28日
16時より

会 場 市役所第一会議室

1。 開 会

2.会 長 あい さつ

3.概要説明

4.審 議

○誠道小学校の今後の方向性について

○次回審議会の内容について

5。 その他

6.閉 会



これ までの審議 内容 をもとに した論 点整理 と今後 の方 向性

第3回校区審議会
(1)現在の誠道小学校を、どう定義づけるか

○一学年が 10人前後で複式学級を含む極小規模な学校

○市内7校の中で、誠道小学校だけが極小規模であるという特殊な状況

○山間地のように、この学校をなくしたら遠くの小学校へ徒歩以外の手段で通わな
くてはならないというような状況ではない (他に選択肢はある)

○このまま何も手を加えなくても、生徒数が増加し教育環境が変化することは期待
できない

(2)議論を進める上での共通認識・課題 (な ぜこの議論をしているのか)

○誠道小学校の教育環境について何らかの改善をしていかず、学校の教育的な手立
てや工夫を中心にして取り組んでいくことで、教育的課題を克服していけるのか

↓
★ このままでは学習面・生活面でも課題が多いので、 もう少 し児童数が増える方法

を考えなければならないのではないか

(今のままでよいという立場はとらないで議論 してい く)

(3)具体的な方法 (小中一貫校開設まで)

(a)近隣の小学校 との統合

※統合の難 しさ (児童の心理面、保護者・地域の意識等の問題)

(b)校区の再編成 (近隣の地区を誠道小校区に加える)

※校区を新たに再編成することの難 しさ (保護者・地域の意識等の問題)

転入学によって、兄弟姉妹で異なる就学 となる場合がある

児童数は増加 し、複式学級は解消できる
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【参考】隣接する地区の小学校就学予定者 (H2905月 11日 現在)

合計 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳
三軒屋町 27 4 4 2 3 6 4 4
幸神町 49 7 9 6 6 10 6 5
夕 日ヶ丘一丁 目 103 18 19 18 16 15 9 8

(c)学校選択制 (特認校制度)

(市内全域、あるいは、第二中校区から誠道小学校に通学できるようにする)

※小規模特認校制度 (特色のある教育を希望して学校を選択する制度)

この制度によって、どれほど児童が増加するかは不確定である
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小規模特認校制度

従来の通学区域は残 したままで、通学区域に関係なく、当該市町村内のどこからでも就
学を認めるもの,

小規模校ならではのきめ細かな指導と特色のある教育活動を推進 し、小規模の良さを生
かした教育を受ける機会を子どもたちに提供 し、学校選択の機会を拡大するもの

特定の子どもの成長の事実にとどまらず、同制度が希望するすべての子ども・保護者に
開かれていること (機会均等性)が重要

小規模特認校制度の教育的意義

(1)複式学級編制や廃校に陥らずに、地域の学校を学年単級の形態で維持存続できる。
このことに事り、地域住民の子どもが学ぶ学校が生活空間に存在 し、また、学校が存
続することにより地域住民の結びつき 。交流の場が確保される。

(2)各学年 。各学級20人程度の少人数学級を実現することにより、一人ひとりの理
解を確認 しながら授業を行うことができる。子どもは、着実に知識や技能を獲得する
ことができる。

(3)大規模校では適応 しにくかった子どもが、ゆったりとした人間関係の中で育つこ
とができる。

(4)少人数の利点を生かし、かつ、特認校であることを活かして、通常の学校ではで
きない教育活動の実施が可能である。

(5)地域の子どもと地域外の子どもという異なる環境の中で生活 している子どもが共
に学ぶことにより、多様な価値観に接することができる。 (保護者も含む)

出典 :「小規模特認校」制度の先進事例に関する調査研究
久保冨三夫 (和歌山大学教育学部)
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校 (以下特露校)への入学は保護琴の議菫だますでなく、児童生徒の意見や希望
が大切です.       ‐  |    |          .          _

入争してからはtつ 年以上の発学が乗体ですt′、遠憂裁選挙にな多ますのな:売重生終あ強し、讐志と保護者の協力と理解が必要です。
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